
人 口　17,105人(+10)

男 　 8,801人(- 1)

女 　 8,304人 (+11)

世 帯 数 6,929戸 (- 2)

8 月 1 日現在6

人　口　16,791人（-4）
　男　　　8,681人（+1）
　女　　　8,110人（-5）
世帯数　　6,741戸（+7）

July.2008

No.369

June.2009

No.380
広報 しょうわ September.2010

No.395９

●愛育のこころを大切に（P2）

● 平成 22 年国勢調査を実施します（P4）

● 乳がん健診お申込みは ･･･（P7）

● 4 コマ漫画　昭和のいちごさん（P23）

9 月 1日は「防災の日」

いつ起こるかわからない災害。日頃から

家族で防災会議を開き、いざという時に

冷静な行動が取れるよう、災害に対する

心構えと備えをしておきましょう。



広報　しょうわ　9月号   23   広報　しょうわ　9月号

　

昭
和
町
母
子
愛
育
会
は
、
昭
和
36
年
に
発

足
し
来
年
で
50
周
年
を
迎
え
ま
す
。
現
在
は

各
地
区
に
「
愛
育
班
」
が
組
織
さ
れ
、
愛
育

班
員
は
１
８
０
人
、
町
内
約
２
７
０
０
世
帯

が
会
員
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
歴
史
は
約
70
年
前
に
さ
か
の
ぼ
り
ま

す
。
昭
和
９
年
に
「
恩
賜
財
団
愛
育
会
」
が

創
立
。
昭
和
11
年
に
「
愛
育
村
」
事
業
が
開

始
さ
れ
、
戦
前
に
は
「
愛
育
班
」
が
全
国
に

組
織
、
山
梨
県
で
も
昭
和
12
年
に
源
村
が
愛

育
村
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

愛
育
会
は
、
町
民
の
皆
さ
ま
の
健
康
づ
く

り
を
目
的
に
、
声
か
け
や
見
守
り
、
班
員
相

互
の
話
し
合
い
な
ど
の
基
本
活
動
を
大
切
に

し
地
域
の
身
近
な
存
在
と
し
て
健
康
で
住
み

よ
い
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

母
子
愛
育
会
は
、
地
域
の
愛
育
班
で
構
成

さ
れ
て
お
り
、
愛
育
班
相
互
の
話
し
合
い
の

場
が
毎
月
の
正
副
班
長
会
議
で
す
。
８
月
３

日
（
火
）
に
行
わ
れ
た
正
副
班
長
会
議
で
は
、

地
区
班
員
研
修
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
や
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
は
、
散
歩
の
途
中
で
会
う

お
年
寄
り
と
の
何
気
な
い
会
話
の
重
要
性
や

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
配
慮
、
日
々
の
健
康
づ

　

８
月
９
日
（
月
）
に
行
わ
れ
た
河
西
区
愛

育
会
定
例
班
員
会
議
で
は
、
「
声
か
け
」
で

班
員
が
実
際
に
声
を
か
け
た
様
子
や
、
子
育

て
支
援
事
業
へ
参
加
し
た
班
員
の
感
想
報
告

が
あ
り
、
ま
た
子
宮
が
ん
検
診
の
受
診
票
の

配
布
や
河
西
区
防
災
訓
練
の
炊
き
出
し
訓
練

に
つ
い
て
な
ど
が
議
題
に
あ
げ
ら
れ
、
地
域

の
子
育
て
や
防
災
・
高
齢
者
へ
の
気
配
り
・

地
域
の
健
康
づ
く
り
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ

ま
し
た
。

　

今
年
度
の
テ
ー
マ
は
「
心
と
体
の
健
康
づ

く
り
」
～
愛
育
の
こ
こ
ろ
で
地
域
を
健
康
に

し
よ
う
～
。
愛
育
会
の
主
な
活
動
に
つ
い
て

紹
介
し
ま
す
。

母
子
愛
育
会
の
あ
ゆ
み

話
し
合
い

　
（
正
副
班
長
会
議
）

話
し
合
い

　
（
地
区
班
員
会
議
）

主
な
活
動

ひとこと

昭和町母子愛育会
会長 廣瀬 はるみ

○昭和 36 年　婦人会愛育部として発足

○昭和 40 年　子宮がん検診の実施に協力

○昭和 47 年　 昭和町の出生児にガーゼのお届け

を開始

○昭和49年　第1回健康まつり開催（愛育会主催）

○昭和 52 年　日本顕彰 ( けんしょう ) 会表彰受賞

○昭和 57 年　 班員受け持ち世帯への声かけ事業

を強化

○昭和 62 年　町総合健診のおすすめ活動開始

○平成 12 年　 第１回昭和フェスティバル開催　

（従前の健康まつりを充実）

○平成 17 年　恩賜財団母子愛育会会長表彰受賞

○平成 19 年　 愛育班員全国大会で模範愛育班に

指定広報しょうわへの記事連載化

「こんにちは赤ちゃん訪問事業」を

町から委託を受け開始

○平成 20 年　 子宮がん検診申し込み取りまとめ

復活

○平成 21 年　 子どもの事故防止冊子「わたしの

まわりのハッとヒヤッと体験記」

作成

　

こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
事
業
は
、
子

育
て
中
の
お
宅
を
訪
問
し
地
区
の
子
育
て
を

見
守
り
ま
す
。

　

８
月
16
日
（
月
）
押
越
区
愛
育
班
の
訪
問

で
は
、
生
後
５
ヶ
月
に
な
る
お
子
さ
ん
の
い

る
お
宅
を
訪
問
し
ガ
ー
ゼ
を
渡
し
ま
し
た
。

見
守
り

（
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
）

　

昭
和
町
は
核
家
族
化
が
進
み
、
班
員
の
ほ

と
ん
ど
が
仕
事
を
持
ち
、
子
育
て
や
家
事
に

追
わ
れ
な
が
ら
、
愛
育
会
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。
愛
育
の
基
本
で
あ
る
声
か
け
・
見
守

り
を
中
心
に
、
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
お
年
寄
り
ま

で
に
関
わ
っ
て
い
く
中
で
、
気
付
き
を
出
し

合
い
、
話
し
合
い
、
愛
育
会
と
し
て
で
き
る

こ
と
を
考
え
、
地
域
と
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合

っ
た
活
動
を
し
て
い
ま
す
。「
声
か
け
の
大
切

さ
」
は
、
愛
育
の
み
な
ら
ず
多
方
面
に
渡
り

重
要
視
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
原
点
が
愛
育
会

で
の
声
か
け
活
動
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、

訪
問
や
研
修
を
通
じ
、
声
か
け
や
地
域
の
つ

な
が
り
の
大
切
さ
を
実
感
し
て
お
り
ま
す
。

来
年
に
は
創
立
50
周
年
を
迎
え
ま
す
が
、
50

年
間
途
切
れ
る
こ
と
な
く
愛
育
会
が
継
続
さ

れ
活
動
し
て
き
た
こ
と
、
今
ま
で
私
た
ち
が

安
心
し
て
生
活
で
き
て
い
た
こ
と
は
、
歴
代

班
員
さ
ん
の
こ
う
し
た
活
動
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
で
す
。
そ
の
見
守
り
に
感
謝
し
、
今
度

は
私
た
ち
が
見
守
り
、
次
世
代
に
引
き
継
い

で
い
く
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
健
康
で
安
心
し

た
暮
ら
し
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

愛
育
活
動
は
、
人
か
ら
人
へ
と
引
き
継
が
れ

て
い
く
活
動
で
、
任
期
を
終
え
て
も
『
愛
育

の
こ
こ
ろ
』
を
持
ち
、
何
年
後
か
に
は
昭
和

の
町
の
中
に
『
愛
育
の
こ
こ
ろ
』
が
広
が
っ

て
い
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
人
の
始
ま

り
は
「
母
」
で
あ
り
、
誰
に
で
も
母
が
い
て
、

「
子
」
で
も
あ
り
ま
す
。『
母
子
愛
育
会
』
と

は
、そ
ん
な
「
母
と
子
を
見
守
る
会
」
で
あ
り
、

地
域
と
と
も
に
「
愛
を
育
む
会
」
で
あ
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

昭和町母子愛育会のあゆみ

愛
育
の
こ
こ
ろ
を
大
切
に

昭和町の「母子愛育会」は昭和 36 年に

発足し、来年で 50周年を迎えます。

地域の身近な存在として活動する母子

愛育会をご紹介します。

▲正副班長会議で愛育会全体の取り組みを話し合います

▲地区班員会議で地域の様子を話し合います

▲ 声かけ。子宮がん検診のおすすめをしながら
地域を見守ります

▲こんにちは赤ちゃん訪問。子育てを見守ります

▲総合会館に飾られた「声かけ短冊」。

　 各地区の正副班長さんが地区の皆さんに

向けてのメッセージを飾りました。

※広報しょうわでは、町の各種団体やボランティアで活動する皆さんを紹介していきますので情報をお寄せください。

　

地
域
に
と
っ
て
身
近
な
組
織
で
あ
る
愛
育

会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
愛
育
班
が
地
域
の
方
た

ち
に
「
声
か
け
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
地
域

の
つ
な
が
り
を
大
切
に
、
町
民
の
皆
さ
ま
の

健
康
や
安
心
な
生
活
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。

　

８
月
６
日
（
金
）
築
地
新
居
区
愛
育
班
の

声
か
け
は
、
訪
問
先
で
の
お
天
気
や
健
康
に

つ
い
て
の
話
題
。「
夏
バ
テ
な
ど
し
て
ま
せ

ん
か
？
先
日
申
し
込
ま
れ
た
子
宮
が
ん
検
診

の
受
診
票
を
届
け
に
来
ま
し
た
。
早
め
に
受

け
て
く
だ
さ
い
ね
」
の
会
話
か
ら
地
域
住
民

の
生
活
を
見
守
り
ま
す
。
声
か
け
に
よ
っ
て

気
付
い
た
地
域
の
課
題
は
、
班
員
研
修
の
テ

ー
マ
に
な
る
な
ど
貴
重
な
情
報
と
な
り
ま

す
。 声

か
け

く
り
へ
の
取
り
組
み
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
ま

し
た
。

子
育
て
に
関
す
る
話
題
の
中
で
、
班
員
さ
ん

が
近
所
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
愛

育
班
が
身
近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。

活動のサイクル班員会議

声かけ

正副班長会議

班員会議
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国
勢
調
査
は
、
人
口
や
世
帯
、
就
業
状
態
な

ど
、
国
の
現
在
の
実
態
を
把
握
し
、
行
政
施
策

の
基
礎
資
料
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で

す
。
平
成
22
年
国
勢
調
査
で
は
、
「
今
の
日
本
」

を
明
ら
か
に
す
る
統
計
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
も

の
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ
　
ど
ん
な
こ
と
を
調
べ
る
の
？

Ａ　

男
女
の
別
、
出
生
の
年
月
日
、
就
業
状
態
、

従
業
地
ま
た
は
通
学
地
な
ど
、
世
帯
員
一
人

一
人
に
つ
い
て
調
べ
る
ほ
か
、
世
帯
員
の
数
、

住
居
の
種
類
、
住
居
の
建
て
方
な
ど
世
帯
に

つ
い
て
も
調
べ
ま
す
。
調
査
項
目
は
全
部
で

20
項
目
で
す
。

Ｑ
　
ど
う
し
て
も
答
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
？

Ａ　

調
査
票
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
正

し
い
回
答
が
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
誤
っ

た
統
計
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
し
た

こ
と
を
防
ぐ
た
め
「
統
計
法
」
お
よ
び
「
国

勢
調
査
令
」
で
回
答
の
義
務
に
つ
い
て
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
国
勢
調
査
に
参

加
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
義
務
の
一
つ
な

の
で
す
。

Ｑ
　
氏
名
も
登
録
さ
れ
る
の
？

Ａ　

調
査
票
に
氏
名
を
記
入
す
る
の
は
、
調

査
対
象
と
し
て
誰
が
調
査
さ
れ
た
か
、
各
調

査
事
項
が
誰
に
よ
っ
て
記
入
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
を
確
認
し
、
調
査
漏
れ
や
重
複
調
査

を
防
ぐ
た
め
で
す
。

Ｑ
　
忙
し
く
て
調
査
票
を
記
入
す
る
時
間
が

あ
り
ま
せ
ん

Ａ　

正
確
な
調
査
結
果
を
得
る
た
め
に
は
、

み
な
さ
ん
の
ご
協
力
が
不
可
欠
で
す
。

　

ま
た
、
調
査
票
の
内
容
は
見
か
け
よ
り
簡

単
で
、
時
間
も
一
人
あ
た
り
数
分
で
済
み
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

記
入
し
て
み
て
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ

調査にご協力を
　　お願いします！

9 月 23 日～ 9 月 30 日

10 月 1 日（基準日）

10 月上旬

調
査
員
が
調
査
票
を

配
布
・
回
収
い
た
し
ま
す

　

９
月
下
旬
か
ら
、
調
査
員
証
を
携
帯
し
た
国

勢
調
査
員
が
皆
さ
ん
の
お
宅
に
「
調
査
票
」
を

配
り
に
お
伺
い
し
ま
す
。
調
査
票
が
お
手
元
に

届
い
た
ら
、
同
時
に
配
布
さ
れ
る
「
調
査
票
の

記
入
の
し
か
た
」
を
よ
く
読
ん
で
、
10
月
１
日

現
在
の
「
普
段
住
ん
で
い
る
人
」
の
状
況
を
漏

れ
な
く
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
「
普
段
住
ん
で
い

る
人
」
と
は
、
住
民
登
録
に
関
係
な
く
、
10
月

１
日
現
在
で
す
で
に
３
ヵ
月
以
上
住
ん
で
い
る

人
か
、
住
む
予
定
の
人
で
す
。

　

10
月
上
旬
ま
で
に
、
再
び
国
勢
調
査
員
が
調

査
票
を
受
け
取
り
に
伺
い
ま
す
の
で
、
調
査
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

国
勢
調
査
は
、
住
民
票
な
ど
の
届
け
出
に
関

係
な
く
、
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
お
年
寄
り
の
方
ま
で
、

10
月
１
日
現
在
で
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る
す

べ
て
の
人
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

一
人
暮
ら
し
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、
旅
行
な
ど

で
一
時
不
在
と
な
る
方
、
町
内
に
住
む
外
国
人

の
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
仕
事
の
関
係
な
ど
で
、
た
び
た
び
住
居

を
移
す
人
や
、
定
ま
っ
た
住
居
の
な
い
人
な
ど

は
、
10
月
１
日
の
前
後
を
通
し
て
３
ヶ
月
以
上

昭
和
町
内
に
住
ん
で
い
る
か
、
住
む
予
定
の
人

で
あ
れ
ば
、
住
ん
で
い
る
場
所
で
調
査
を
行
い

ま
す
。

調
査
の
対
象
と
な
る
人

国
の
施
策
を
行
う
た
め
の

基
礎
デ
ー
タ
と
し
て
の
役
割

10
月
１
日
は
、国
勢
調
査
。

9 月下旬から国勢調査員がお伺いします。

国勢調査国勢調査

国
勢
調
査

国
勢
調
査

り
ま
し
た
ら
、
企
画
財
政
課
ま
た
は
、
調
査

票
を
回
収
し
に
お
伺
い
す
る
調
査
員
に
質
問

し
て
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。

Ｑ
　
調
査
票
が
税
金
の
資
料
に
使
わ
れ
る
の

で
は
？

Ａ　

統
計
以
外
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は

法
律
で
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
て
、
税
金
の
資

料
な
ど
、
統
計
以
外
の
目
的
に
利
用
さ
れ
る

こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
　
個
人
情
報
は
守
ら
れ
る
の
？

Ａ　

調
査
を
す
る
人
が
、
調
査
の
結
果
を
他

人
に
漏
ら
し
た
り
、
統
計
を
つ
く
る
目
的
以

外
に
調
査
票
を
使
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
な
お
、
調
査
票
は
外
部
の
人
の
目

に
触
れ
な
い
よ
う
厳
重
に
保
管
さ
れ
、
集
計

後
は
す
べ
て
溶
か
し
て
再
生
紙
と
し
て
生
ま

れ
変
わ
り
ま
す
。

Ｑ
　
電
話
で
調
査
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ　

電
話
で
調
査
を
行
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
国
勢
調
査
は
、
調
査
票
に
「
鉛
筆
」
で

記
入
し
て
い
た
だ
く
方
式
で
調
査
を
行
い
ま

す
の
で
、
聞
き
取
り
で
の
調
査
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
回
収
し
た
調
査
票
に
記
入
漏

れ
な
ど
あ
っ
た
場
合
に
の
み
「
指
導
員
」
も

し
く
は
「
役
場
企
画
財
政
課
」
か
ら
照
会
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
も
し
、
不
審
な
電
話

等
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
の
場
で
回
答
せ
ず
、

企
画
財
政
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

調査の流れ

調査票の配布

調査票の記入

調査票の回収

調査票の点検

調査の集計・公表

調査票は溶かして再生紙

調査員が「調査票」を配りにお伺
いします。

10月1日を基準として「調査票」
にご記入ください。

調査員が、ご記入いただいた「調査
票」を受け取りに伺います。

指導員が、ご記入いただいた「調査票」
を点検・確認し記入漏れなどについては
直接ご質問させていただきます。

9 月中旬

お知らせの配布

調査員が「調査についてのお知らせ」を
皆さんの家の郵便受けなどに配布します。

　

調
査
票
の
配
布
・
回
収
を
行
っ
て
い
た
だ
く

「
国
勢
調
査
員
」
は
昭
和
町
長
の
推
薦
に
基
づ
き

総
務
大
臣
が
任
命
す
る
非
常
勤
の
「
国
家
公
務

員
」
で
す
。
な
お
、
国
勢
調
査
員
が
み
な
さ
ん

の
お
宅
に
訪
問
す
る
際
は
、
必
ず
「
調
査
員
証
」

と
腕
章
を
携
帯
し
て
お
り
ま
す
。

調
査
員
は
ど
ん
な
人
？

ニ
ッ
ポ
ン
の
今
を
知
り
、
未
来
を
つ
く
る
た
め
の
調
査
で
す
。

　

平
成
22
年
10
月
１
日
現
在
、
ふ
だ
ん
日
本
に

住
む
す
べ
て
の
人
が
対
象
で
す
。
９
月
下
旬
か

ら
調
査
員
が
み
な
さ
ん
の
お
宅
を
訪
問
し
、
調

査
票
を
配
布
し
ま
す
。
記
入
さ
れ
た
調
査
票
は

10
月
上
旬
に
再
び
調
査
員
が
訪
問
し
回
収
い
た

し
ま
す
。
国
勢
調
査
は
統
計
法
に
よ
り
国
民
の

義
務
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
勢
調
査
の
回
答
は

国
民
の
義
務
で
す

平成22年 国勢調査を実施します

■問い合わせ
　昭和町役場 企画財政課国勢調査担当
　☎ 055-275-8154

調査の内容、調査票の記入方

法などについて、わからない

点がありましたら、コールセン

ターにお問い合わせください。

■国勢調査コールセンター

☎０５７０－０１－２０１０

　（ナビダイヤル）

☎０３－６７３８－６６７７

　（ＩＰ電話・ＰＨＳの場合）

■役場企画財政課

☎０５５－２７５－８１５４

　
平
成
22
年
10
月
１
日
か
ら
、
５
年
に
一
度
の

国
勢
調
査
が
全
国
い
っ
せ
い
に
行
わ
れ
ま
す
。

　
国
勢
調
査
は
日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の

人
を
対
象
と
し
た
、
国
の
最
も
基
本
的
な
統
計

調
査
で
す
。
大
正
９
年
の
第
１
回
調
査
以
来
５

年
ご
と
に
実
施
し
、
今
回
で
19
回
目
を
迎
え
ま

す
。
国
勢
調
査
の
意
義
と
重
要
性
を
ご
理
解
い

た
だ
き
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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※ 昭和町は「分流式」です。汚水は下水道へ流し、雨水は水路等の公共水域へ流しましょう。

公
共
下
水
道
へ
の

   

接
続
は
お
済
み
で
す
か
？

宅
内
接
続
工
事
の
方
法

公
共
下
水
道
へ
接
続
す
る
宅
内
工
事
に
つ
い
て
は
、

町
指
定
の
排
水
設
備
工
事
店
の
中
か
ら
業
者
を
選

ん
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

最
初
に
、
申
請
人
が
指
定
工
事
店
で
「
設
計
」
お
よ
び

「
見
積
り
」
を
取
っ
た
う
え
で
直
接
工
事
の
依
頼
を
し
て

く
だ
さ
い
。
依
頼
し
た
指
定
工
事
店
が
、
町
へ
の
手
続
き

を
代
行
し
宅
内
工
事
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
宅
内
工
事
に
つ
い
て
は
、「
排

水
設
備
工
事
資
金
融
資
あ
っ
せ
ん
制

度
」
く
み
取
り
便
所
に
つ
い
て
は
、

「
水
洗
便
所
改
造
助
成
金
制
度
」
も
あ

り
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆詳しいお問合せは ･･･ 役場下水道課 （☎ 275-8356）まで

ご
注
意
く
だ
さ
い

最
近
、
言
葉
巧
み
に
役
場

と
の
関
係
を
に
お
わ
せ

た
業
者
が
訪
問
し
、
排
水
設
備

の
点
検
や
清
掃
を
勧
め
、
強
制

的
に
契
約
さ
せ
る
と
い
う
事

例
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

役
場
で
は
、
宅
内
の
排
水
設

備
に
関
し
て
点
検
、
清
掃
な
ど

を
業
者
に
委
託
す
る
事
は
あ

り
ま
せ
ん
。

①
む
や
み
に
ド
ア
を
開
け
な
い

②
勝
手
に
作
業
を
さ
せ
な
い

③
そ
の
場
で
契
約
は
し
な
い

④
役
場
と
の
関
係
を
に
お
わ
せ

た
ら
役
場
へ
確
認
を
す
る

※
少
し
で
も
不
審
に
思
わ
れ
た

時
は
、「
役
場
下
水
道
課
」
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

ト
ラ
ブ
ル
を

回
避
す
る
た
め
の
注
意
点

町
で
は
町
民
の
み
な
さ
ま
が
健
康
で
快

適
な
暮
ら
し
を
送
る
事
が
で
き
る
よ

う
、
下
水
道
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
区
域

（
供
用
開
始
区
域
）
で
は
既
に
多
く
の
方
が

下
水
道
に
接
続
し
使
用
を
始
め
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
毎
年
９
月
１
日
を
下
水
道
が
使
用

で
き
る
よ
う
に
な
る
日
（
供
用
開
始
日
）
と

し
、
新
た
な
供
用
開
始
区
域
内
に
土
地
を
所

有
さ
れ
て
い
る
み
な
さ
ま
に
、
供
用
開
始
の

お
知
ら
せ
を
通
知
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
下
水
道
へ
の
接
続
は
供
用
開
始
日

か
ら
１
年
以
内
に
行
う
事
が
町
下
水
道
条
例

で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

多
額
の
費
用
を
投
じ
て
整
備
さ
れ
た
下
水

道
で
も
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
そ
の
効
果
が
得

ら
れ
ず
、
町
民
の
生
活
環
境
の
向
上
と
い
う

本
来
の
目
的
が
達
成
で
き
な
い
た
め
で
す
。

乳がん検診の申込み受付は
　9月30日・10月1日です！

【検診日程】　今年度より 30才から受診できることとなりました！

【申し込み日時・方法】

【検診結果】

内　容

方　法

受　診
定　員

注意事項

対　象

場　所

検診料

申込日
・時間

40才以降
30～ 39才 問診・視触診・乳房エコー（超音波検査）　　

問診・視触診・マンモグラフィ（乳房X線検査）

昭和町に住民票のある30才以上の女性
（昨年度、町の乳がん検診を受けた方、及び無料クーポン券を使用して施設で検診を受けた方を除く）
※町の集団検診は国の示す指針に則り、2年に1回対象となります。
※ただし、昨年度に無料クーポン券を使用して施設で検診を受けた方、もしくは町の乳がん検診を  
　受けた方の、うち「軽度異常」「経過観察」「要精検」と診断された方は、今年度も受診できます。

電話での申込み　
※申込専門ダイヤル以外の番号へのお電話及び来所でのお申し込みはご遠慮願います。

昭和町総合会館　保健センター

自己負担金　1,250円（検診日にお持ちください。）
※クーポン券対象年齢の方は、事前に郵送されているクーポン券があれば無料となります。

　9月30日（木） 10月1日（金）
午前９:００～午後４:００
申込枠360名分

午前９:００～午後４:００
申込枠360名分

9日間の検診日の申込枠を2日間で均等に分けて確保してあります。

1日あたり約80人　（ 計　約720人）　
※うち30才代の枠は、１日３０名となります。

①電話でのお申し込みの際、ご希望の日にちと時間をお伝えください。
②申込枠の定員になり次第、締め切りとなります。
③申込みがあった方には受診日までに受診票兼問診票をお送りします。

検診結果 結果が出るまでに1ヶ月程度かかります。結果は、後日通知でお知らせします。

乳腺が発達している30
代の方はエコーでの検査

となります

お申し込みの電話は、
午後の方が比較的繋がり

やすいです。

検診
日時

30～39才

40才以上

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○○○○○

11/9（火） 11/11（木）11/19（金）11/25（木）11/30（火） 12/3（金） 12/7（火） 12/9（木） 12/13（月）

①午後2:00～　　②午後2:30～　　③午後3:00～　　④午後3:30～　
　時間はこちらで設定させていただきます。

（申込専門ダイヤル：　055－268－1540　）
いこうよマル

◆上記に関するお問合せは ･･･ いきいき健康課 （☎ 275-8785）まで　【注意】この電話番号ではお申込みはできません。
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　昭和町文化祭を、来る10月8日（金）～ 11日（祝）に開催します。今年は「総合会館」へ会場を
移しての開催です。町民の方どなたでもご参加、ご出品いただけます。つぎの募集規定により
お申し込みください。たくさんの方のご応募をお待ちしております。

第45回　昭和町文化祭のお知らせ

短 歌 1人 3首以内、短冊と色紙

川 柳 題「雑詠」　1人 3句以内、色紙1枚、短冊2枚

俳 句 題「当季雑詠」　1人 3句以内、色紙1枚、短冊2枚

書 道 漢字、かな、語句、文書、書体は問わない。ただし、本、仮表装のもの1人 1点

写 真 サイズ・白黒・カラー・題名は自由（氏名、電話番号を必ず記入）部員以外の方は1人 3点以内

華 道 生花、盛花、投入れの如何を問わず流派も制限しない。材料、花器等は各自で用意する。

盆 栽 1人 3鉢以内、種類は問わない。

絵 画

水 墨 画

画 題：自由
大きさ：油彩 F20以下・日本画水彩に準ず、作品は額縁入りを原則とするが、台紙でも可。
　　　　（費用は自己負担）

押 花 画題は自由、作品は額縁入りを原則とする。1人 1点とする。

手工芸・版画
七宝焼・陶芸 1人 3点以内、気軽に出品してください。

ジュニア展 保育園・幼稚園・小中学校・高校生の作品（習字・図画工作）を募集します。

芸 能 発 表 コーラス・民謡・詩吟・舞踊・歌謡・大正琴・フォークダンス・津軽三味線等

囲碁・将棋大会 気軽に参加してください。

開 催 日 開 催 内 容 開 催 時 間 開 催 場 所

10月8日（金）

会 場 準 備 午後1時～3時 総 合 会 館
作 品 搬 入 ・ 鑑 賞 午後3時～5時 総 合 会 館
歌 謡 の 夕 べ 午後7時～午後9時30分 総 合 会 館
詩 吟 の 夕 べ 午後7時～午後9時30分 総 合 会 館

10月9日（土）

記 念 式 典 午前10時 総 合 会 館
作 品 鑑 賞 午前10時～午後5時 総 合 会 館
芸 能 発 表 会 午後 1時～午後5時 総 合 会 館
く じ 引 き 午後5時～午後5時30分 総 合 会 館

10月10日（日） 作 品 鑑 賞 午前 9時～午後4時 総 合 会 館

10月11日（祝）
囲 碁 ・ 将 棋 大 会 午前 9時～ 　　 中 央 公 民 館
片 付 け 午後 1時～ 総 合 会 館

文化祭日程

応募内容 （展示日：10月8日(金) ～ 11日(祝)　芸能発表会：9日　囲碁・将棋大会：11日）

応募規定 （作品出品・芸能発表ともに）

文化協会会員の方へ

応募先　町教育委員会生涯学習課　生涯学習係（☎ 275-8641）
方　法　町教育委員会窓口で申込書に記入してください。
締　切　作品出品者　9月 17 日（金）（囲碁・将棋大会参加者含む）
　　　　芸能発表者　9月 10 日（金）【締切日以降の応募は会場の都合により受付できません】
会場準備・作品搬入 10月 8日（金）午後 1時から会場準備、午後 2時から作品搬入

作品出品、出演希望者は各部長が取りまとめを行いますので、専門部長までお申込みください。

主　催　昭和町文化協会・昭和町教育委員会
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今
年
も
町
を
挙
げ
て
の
一
大
イ
ベ

ン
ト
「
ふ
る
さ
と
ふ
れ
あ
い
祭
り
」を

10
月
10
日
（
日
）
に
開
催
し
ま
す
。

　

第
22
回
を
迎
え
る
今
回
は
、
会
場

を
押
原
公
園
（
ゆ
め
パ
ー
ク
昭
和
）に

移
し
開
催
し
ま
す
。

　

町
内
の
各
種
団
体
に
よ
る
出
店
等

趣
向
を
こ
ら
し
た
催
し
物
も
予
定
し

て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
お
誘
い
合
わ

せ
の
う
え
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
詳
細
は
来
月
の
広
報
誌
で

も
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

田中アキラ

川
かわき

輝孟
も も

護
（元秋山美果）

美南ひろこ

■問い合わせ先　  企画財政課　（☎ 275-8154）

ビリーバンバン
進行予定表

お祭り広場（ステージ） 時　　間

 ● オープニングセレモニー 10：00～10：30

 ● キャラクターショー（1回目） 10：30～11：00

 ● 押原中吹奏楽部演奏 11：10～11：40

 ● 町民ふれあいオンステージ 11：50～12：30

 ● キャラクターショー（2回目） 12：30～13：00

 ● ふれあいコンサート1 14：00～　　　

  　（美南ひろこ・川輝孟護・田中アキラ） 　　　～14：50

 ● 推進委員会会長あいさつ 15：00～15：15

 ● ふれあいコンサート2 15：15～　　　

  　（ビリーバンバン） 　　　～16：00

 昭和町ふるさとふれあい祭り第22回

艶やかな演歌にみんな酔いしれました

歌謡ショー歌謡ショー
あで

10月 10日（日）開催

第 21 回ふるさとふれあい祭りの様子
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『まちづくり』だより
《常永土地区画整理事業》 【第80号】

《区画整理事業》

Library Information

●休館日 
6日（月）、13日（月）、20日（月）
23日（木）、27日（月）、30日（木）

●お問い合わせ
　☎ 275－7860

今月のおすすめ

No.4

Book

９月４日（土）11 時～
幼児から小学生まで対象のおはなし会です。おはな

し、手遊び、絵本などお楽しみください。

９月１６日（木）11 時～
０、１、２歳児と保護者の方のためのおはなし会です。

絵本やわらべうたをお楽しみください。

９月２５日（土）午後 2 時～
小学生対象のおはなし会です。おはなし、絵本、そ

して工作も用意しています。ぜひ来てね！

＊お申し込みください。

9 月２１日（火）午後２時～
小学生向けの映画会をおこないます。

ぜひきてください。

９月１１日（土）　午後 2 時～
“朗読を楽しむ”　清水　章子氏

朗読の世界をお楽しみください。

＊お申し込みください。

9 月８日、１５日、２２日、２９日、
１０月６日（水）午前１０時～

あなたも“世界でたった１冊の絵本”を作りませんか？

子ども連れの方もＯＫです。定員２０名。

＊お申し込みください。

『だいじょうぶ だいじょうぶ』　

いとうひろし作 絵

ぼくがちいさいころ、おじい

ちゃんの「だいじょうぶ だ

いじょうぶ」はおまじないみ

たいだった。

ぼくがおおきくなると、おじ

いちゃんは、ずいぶんとしを

とって…。

こんどはぼくが「だいじょう

ぶだよ、おじいちゃん」とな

んどもくりかえすのです。

『ギルガメシュ王ものがたり』
ルドミラ・ゼーマン 作 絵   松野正子 訳　岩波書店

世界最古の物語、ギルガメ

シュ叙事詩をもとに作られ

た絵本です。5000 年以上

前の物語だけれど、主人公

は現代を生きる私たちと

共通する悩みを抱えていま

す。

『ギルガメシュ王のたたか

い』『ギルガメシュ王さい

ごの旅』も合わせてどうぞ。

『おじいちゃんの出番！
           絵本で楽しむ孫育て』

草谷桂子 著　大月書店

「孫と絵本を楽しむための

講座」でも紹介された本で

す。絵本を開くことで、お孫

さんとの距離がもっと近く

なります。ぜひ、ご一読を！

おはなし会

０，１，２歳児のおはなし会

おはなし探検隊

手づくり絵本教室

イベントのお知らせ Information

子ども映画会

本と図書館を楽しむ講座

（＊印　電話で予約ねがいます）

　

常
永
土
地
区
画
整
理
組
合
で
は
、
第
２

期
工
事
が
終
了
し
た
箇
所
を
中
心
に
、
第

２
次
保
留
地
の
分
譲
を
行
い
ま
す
。
今

後
、
道
路
舗
装
工
事
等
が
行
わ
れ
る
場
所

と
な
り
ま
す
が
、
数
多
く
の
方
か
ら
、
区

画
整
理
地
内
の
保
留
地
を
求
め
た
い
と

の
問
合
せ
を
頂
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
次

の
日
程
に
よ
り
受
付
を
行
い
ま
す
。

日
時
：
９
月
１
日
～
２４
日
ま
で

　
　
（
平
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

場
所
：
区
画
整
理
組
合
事
務
所

　
　
　
上
河
東
３
３
４
番
地
１

　

な
お
、
申
込
み
は
、
区
画
整
理
組
合
に

備
え
付
け
の
用
紙
で
お
願
い
し
ま
す
。

　

不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
下
記
の

問
合
せ
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

第
２
次
保
留
地

     

分
譲
の
お
知
ら
せ

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
つ
い
て

　

東
海
地
震
は
、
現
在
い
つ
発
生
し
て

も
お
か
し
く
な
い
切
迫
し
た
状
態
に

あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
ひ
と
た
び
発

生
し
た
場
合
は
、
甚
大
な
被
害
が
出
る

と
予
想
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
「
災
害
に
つ
よ
い
ま
ち
づ

く
り
」
の
さ
ら
な
る
推
進
を
目
指
し

て
、
大
地
震
発
生
時
に
倒
壊
の
危
険
性

が
高
い
新
耐
震
基
準
以
前
（
昭
和
５６
年

５
月
３１
日
以
前
）
に
建
築
さ
れ
た
木
造

個
人
住
宅
の
無
料
の
耐
震
診
断
を
実

施
し
て
い
ま
す
の
で
、
災
害
時
に
自
ら

の
命
と
財
産
を
守
る
た
め
の
第
一
歩

と
し
て
、ぜ
ひ
ご
活
用
下
さ
い
。

　

ま
た
町
で
は
、
こ
の
耐
震
診
断
の
結

果
、
地
震
の
際
に
倒
壊
の
危
険
性
が

高
い
と
判
断
さ
れ
た
住
宅
の『
耐
震
改

修
』『
耐
震
化
建
替
』『
耐
震
シ
ェ
ル

タ
ー
設
置
』
に
関
す
る
補
助
事
業
も
実

施
し
て
い
ま
す
。

★
木
造
個
人
住
宅
耐
震
診
断
事
業

　
耐
震
化
補
助
事
業
の
申
込
先
は
…

　
役
場 

都
市
整
備
課 

都
市
整
備
係

　（
☎
2
7
5
・
8
4
1
3
）

木
造
個
人
住
宅
耐
震
診
断
事
業

○
対
象
住
宅
：
昭
和
５６
年
５
月
３１
日

以
前
に
木
造
在
来
工
法
で
建
築
さ

れ
た
２
階
建
て
以
下
の
個
人
住
宅

○
募
集
戸
数
：
１０
戸
（
先
着
順
）
※
申

込
状
況
に
よ
っ
て
は
募
集
戸
数
を

追
加
す
る
予
定
で
す
。

○
診
断
費
用
：
無
料
（
費
用
は
国
・

県
・
町
で
負
担
）

木
造
個
人
住
宅
耐
震
化
補
助
事
業

○
補
助
対
象
：
上
記
の
無
料
耐
震
診

断
の
対
象
と
な
る
個
人
住
宅
で
、
そ

の
診
断
の
結
果
、
地
震
の
際
に
倒
壊

の
危
険
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
た

住
宅
の「
耐
震
改
修
」「
耐
震
化
建

替
」「
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
」
の

事
業
に
つ
い
て
そ
の
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

※
補
助
を
希
望
さ
れ
る
方
は
事
前
に

ご
相
談
下
さ
い
。

用途地域／第二種低層住居専用地域

               （建ぺい率 50％　容積率 80％）地区計画有

　　　　　第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域

  　　　　 （建ぺい率 60％　容積率 200％）地区計画有

保留地
No. 街区番号 画地番号

面　　積 単　　価 金　　額
（坪） （円／坪） （円）

25 59 1 75.33 180,000 13,559,000
26 53 3 61.12 195,000 11,918,000
28 42 1 75.05 185,000 13,884,000
29 42 17 65.18 180,000 11,732,000
30 42 16 62.00 183,000 11,346,000
31 42 12-1 72.57 183,000 13,280,000
32 42 11 64.81 195,000 12,637,000
33 21 1 113.51 250,000 28,377,000
34 21 3 229.66 170,000 39,042,000

【問い合せ先】
《区画整理》　　　　　　　　　　　　　　　　 
　 常永土地区画整理組合　℡ 275‐2261
　 役 場 区 画 整 理 課   ℡ 275‐8918（直通） 

価格表

第２次保留地分譲位置図
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子ども手当の申請は

お済みですか？

今年４月分からの子ども手当を受給するためには、
９月までの手続きが必要です

現在、子どもと離れて暮らしているので受給できないのでは？

用紙を紛失した。または無い。書き方が分からない。

子ども手当の受給に、所得の制限はありません。申請することで受給ができます。

公務員の方は基本的に職場から支給され町での手続きは必要ありませんが、独立行政法人や国立大学法人

（山梨大学・県立病院・国立病院等）の職員の方や臨時職員の方は、町から支給となり手続きが必要です。

仕事や修学の関係等で、お子様と別居されている場合でも要件を満たしていれば、請求者が住所地で別

居監護の申請をし、世帯全員分の住民票等を提出いただければ、子ども手当を受給することが可能です。

※お子様が海外にいる場合は、別の手続きが必要です。詳しくは町民窓口課までお問い合わせください。

用紙が無い場合には、予備があります。また、その他に書き方等でご不明な点があれば町民窓口課まで

お問い合わせください。

「父子家庭」のみなさまの児童扶養手当申請を受付しています

ひ
とり親家庭の自立を支援するため、父子家庭

のみなさまにも「児童扶養手当」が支給（※所

得制限あり）されることになりました。児童扶養手

当を受給するためには申請（認定請求）が必要です。

 ■問合せ　役場 福祉課 児童家庭係（☎275-8784）

シリーズ　

その69

年金は世代間の支えあい。
年金についてもう一度
考えてみませんか。

問い合わせ…　竜王年金事務所（旧竜王社会保険事務所年金業務課）（☎278-1104）　
または…　　   役場町民窓口課年金係（☎275-8264）

国 民 年 金
老齢基礎年金・年金額はいくらになる？

～老齢基礎年金の額は、保険料を納めた期間などにより決まります～

２０歳～６０歳まで、４０年間納めた場合の年間の満額は

老齢基礎年金額（年額）……７９万２，１００円

※基礎年金の給付に必要な費用については、一部を国庫が負担しています。上記の計算式は国庫
負担が２分の１の場合です。平成２０年度以前の免除期間については、国庫負担３分の１として計
算します。

79万2,100円× 

保険料
納付済月数

半額
免除月数

4分の1
納付済月数+　　　×　+　　　×7

8
3
4

全額
免除月数

4分の1
納付済月数+　　　×　+　　　×

40年（加入可能年数※）×12

5
8

1
2

※昭和16年4月1日以
前に生まれた人は、
昭和36年4月から
60歳になるまでの
年数を入れます。

※受給するためには、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間が最低２５年（３００月）あることが必要です。

  
　老齢基礎年金は６５歳から受給できますが、希望すれば６０歳から６５歳になるまでの間に減額された繰上げ
支給の年金を受けたり、６６歳以降に減額された繰下げ支給の年金を受けたりすることが出来ます。

早くもらう 繰上げ支給 後でもらう 繰下げ支給
　６０歳から６５歳になるまでの間で、請求したとき
の月単位の年齢によって減額率が決まります。

　６６歳以降で、請求したときの月単位の年齢に
よって増額率が決まります。

減額率＝0.5％×
繰上げ請求月から
65歳になる月の
前月までの月数

増額率＝0.7％×
65歳になった月から
繰上げを申し出た月の
前月までの月数

繰上げ支給・繰下げ支給の注意点繰上げ支給・繰下げ支給の注意点

・一度決めた減・増額率は一生変更できません。

・繰上げ支給を受けた後は障害基礎年金を受けられません。

・国民年金の任意加入者は繰上げ支給を請求できません。

  
　老齢基礎年金は６５歳から受給できますが、希望すれば６０歳から６５歳になるまでの間に減額された繰上げ

繰上支給・繰下げ支給

免除期間がある場合は、以下の計算で求められます。
Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

■申請手続きに必要なもの

添付書類　 受給資格者および該当する子どもの戸籍

謄本、住民票など。

申告期限　 11月30日（申請猶予期限）までに手続きを

してください。※11月30日を過ぎると、

申請の翌月からの支給になります。

◆詳しいお問合せは ･･･ 町民窓口課 子ども手当て担当 （☎ 275-8264）まで

今
ま
で
、
所
得
の
制
限
に
よ
り

児
童
手
当
が
受
給
出
来
な

か
っ
た
方
や
、
中
学
２
・
3
年
生

の
お
子
様
の
い
る
方
は
、
子
ど
も

手
当
の
認
定
請
求
や
額
改
定
認
定

請
求
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
９
月
中
に
手
続
き
を
行
っ
て

い
た
だ
い
た
場
合
は
、
子
ど
も
手

当
が
開
始
さ
れ
た
今
年
４
月
分
か

ら
の
子
ど
も
手
当
を
受
給
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
手
続
を
10
月

以
降
に
さ
れ
た
場
合
、
請
求
し
た

翌
月
分
か
ら
の
受
給
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
手
続
き
が
お
済
み
で

な
い
場
合
は
、
お
早
め
に
町
民
窓

口
課
ま
で
お
越
し
下
さ
い
。

今まで、所得制限で児童手当が受給できなかったので、子ども手当を申請しても受給できないのでは？

公務員でも手続きが必要な場合がありますか？

◉現況届が未提出の方は早急に提出してください
　本町で児童手当を受給されていた方は、子ども手当の現況届の提出が必要です。手続きが必要な方には、通知を

郵送いたしましたが、この届は引き続き子ども手当を受ける要件を満たしているかを確認する大切なものです。

この届が提出されない場合、６月以降（１０月支払分）の子ども手当が受けられなくなってしまいます。もし、まだ

届を提出されていない場合や、届に不備があり保留となっている方は、早急に町民窓口課まで提出ください。




